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シンポジウムの概要について 

 

１ 京都動物愛護憲章制定シンポジウム開催概要 

（１）日時 平成２６年９月２１日（日） 

      午前１１時１５分～１２時３０分 

（２）場所 京都市中京区 新風館 

（３）内容 別紙「京都動物愛護憲章（仮称）制定シンポジウム」チラシのと

おり 

 

２ 当日，会場で京都動物愛護憲章（仮称）素案に寄せられた御意見 

  ２５２人，３９２件 

  ＜意見の例＞ 

   ・ 憲章の趣旨に大賛同です。 

   ・ 日本で初めての試み，とてもすばらしいと思います。 

   ・ イベントを通して憲章を広めてほしい！今日のようなイベントを開

いて広く広めていきたい。 

   ・ わたしも精一杯広めていきます。 

   ・ 一時的ではなく，長く語り継がれるものを目指してほしい。 

   ・ 本文がやわらかい表現をされているので動物愛護について少し抵抗

をもっている人たちにも受け入れやすくなっているのがよかったと思

います。 

   ・ ペットショップのあり方を考えてほしい。 

   ・ 殺処分が減るような取組をしてほしい。 

   ・ 家畜産業の動物たちについての教育も必要だと思います。 

   ・ マイクロチップはぜひ義務化してもらって，普及させて全国に広げ

ていってほしいです。 

   ・ 動物虐待をなくしてほしい。 

   ・ まちねこをもっとがんばってほしい。 

   ・ 犬猫だけでなく小動物とふれあう催しを。 

   ・ 最後に行動すること。そうしやすい環境・雰囲気の京都を期待しま

す。 

・ 動物が苦手な人たちにも理解してもらえるような環境づくりをしてい

ってほしい。 

・ 京ちゃん，都ちゃんが大好きです！動物のキャラクターがあるのは子

どもも興味がわくきっかけになると思いました。   等 
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３ 第２部パネルディスカッション パネリスト等発言摘録 

○ 京都動物愛護憲章の印象について 

＜杉本氏＞ 

・ 憲章に書かれていることは，命を引き受けるうえで当たり前のことであ

るが，その当たり前ができていないのが現状。明文化して取り組んでいか

なければならない。また，取り組んでいくためにどう掘り下げていくのか

考えていく必要を感じた。 

 

○ 憲章の対象について 

＜村田氏＞ 

・ 普段多くの人が目を向けていない実験動物等も憲章の対象に盛り込ん 

でいる。 

 

○ マスコミの役割などについて 

＜内田氏＞ 

・ 新聞，テレビだけでなく，映画などでも人と動物の共生を扱ったものも

あり，どうやって共生していくのかといったことを多くの人に考えてもら

えるよう，様々な形で伝えていくことが必要 

＜杉本氏＞ 

・ 映画等のエンターテイメントにも素晴らしいものが多くあり，多く上映

の機会を設けるなどして，多くの人が考える機会となればよいと思う。 

・ テレビでは，色々な制約があり，日本の市場構造等，ペットの遺棄等が

生まれる背景を話すことはなかなか難しい。 

＜内田氏＞ 

・ 京都新聞は，地元密着型。この憲章もきっかけに，京都ならではの動物

愛護の方法や考えるうえでのきっかけづくりとなるような情報発信がで

きればと考えている。 

 

○ 憲章に盛り込んだ京都ならではの観点について 

＜村田氏＞ 

・ 京都というまちは，古いけれど新しいまち，思想，文化の先頭，リーダ

ーであり，京都から全国に先駆けて憲章の制定と発信に取り組んでいきた

い。 

＜杉本氏＞ 

・ 京都人として，人に迷惑をかけてはいけない，不細工なことをしてはい

けないという気持ちを強く持っている。こうした美意識が，まちの美しさ
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や幸せそうな動物たちの姿に反映されていると思う。 

＜内田氏＞ 

・ 京都は環境の取組も盛ん。その中には動物への取組も含まれている。平

安京の時代から，ゼロから環境をつくってきた。また，京都は学問のまち

でもあり，杉本さんのような文化人もおられる。こうしたところの御意見

を上手にまとめていけば，おのずとよいものが生まれてくるのではないか。 

 

○ 教育について 

＜村田氏＞ 

・ 大学では，動物倫理学や，動物福祉学といった分野を教えている。実験

動物等がその能力に応じて役割を果たしてくれるうえで，どう，その命を

すごさせてあげるのか。これは，憲章で主たる対象としている愛護動物に

も当てはまる。その命をどうやってまっとうさせてあげることができるか

ということである。 

＜杉本氏＞ 

・ 動物を飼ううえでは，最低限の知識を持ってもらうことが必要である。

日本ではドッグトレーナーについての明確な基準がなく，適切なしつけが

なされずに問題が悪化する場合もある。子犬を迎えるときは，人間と同じ

くらい，知識を持って迎えてほしい。 

 

○ 会場発言 

＜発言者＞ 

・ 動物虐待を発見した時に，アニマルポリスのようなものはあるか。どこ

に言えばよいかわからない。アニマルポリスの取組は今後広がるのか。 

＜杉本氏＞ 

・ 今後，市と府，府警が協力して実現していただきたいと思っている。兵

庫県では，アニマルホットラインというものを設けてもらっている。 

＜村田氏＞ 

・ アメリカでは警察に立入権や逮捕権があると聞いている。環境省が作成

したプランにおいてもアニマルポリスは入っており，今後，モデルケース

などから全国に広がっていくのではないかと考えている。 

＜内田氏＞ 

・ 動物が家族の一員，重要な位置付けを占める時代となってきている。マ

スコミもそういったことを考えていく必要がある時代だと考えている。 

 

＜発言者＞ 

・ マイクロチップについて。自分が飼っている猫には装着しているが，マ
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イクロチップが入っていても殺処分されてしまったケースがあると聞い

たことがある。犬の場合は届出制だが，届出の際にマイクロチップを義務

化したり，猫も届出制にするなど，憲章に入れていただければと思う。 

＜杉本氏＞ 

・ マイクロチップを装着していても，不幸にして殺処分されてしまったと

いうケース。行政の現場では，動物の管理と愛護を一つの部門でやってい

る。どうしても管理が優先されがちで，このシステム自体にも根本的な問

題があると思う。マイクロチップは，無責任な遺棄を防ぐという意味でも

効果的。犬や猫の所有者が把握できるシステムが必要 

＜内田氏＞ 

・ マイクロチップについて初めて聞いたときは，飼い主さんにとっては動

物の体に負担がかかるのではないかといった抵抗があるかなと感じたが，

しかし，いなくなってしまった場合に飼い主に戻る有効な策。動物の生活

環境のアップにもつながる。 

＜村田氏＞ 

・ マイクロチップは，小さなチップを皮下に注射器で埋め込むもので，お

そらく，痛くはない。動物の体への負担は小さい。脱落等がなく，獣医師

会はじめ，今後，積極的に進めていきたいとの方向である。 

 

＜発言者＞ 

・ まち猫活動について，近所にも野良猫が１０匹ぐらいうろうろしている。

対応の方法を知りたい。 

⇒ 司会から，まちねこ活動の概要を説明 



 

京都動物愛護憲章懇話会 委員名簿 

 

 

所 属
 

氏 名
 

京都産業大学総合生命科学部教授 ◎ 村田
む ら た

 英雄
ひ で お

 

一般財団法人Ｊ－ＨＡＮＢＳ関西支部長 森
もり

 尚
たか

志
し

 

公益社団法人京都府獣医師会会長 清水
し み ず

 弘司
こ う じ

 

公益社団法人京都市獣医師会前会長 岩田
い わ た

 法
のり

親
ちか

 

ハーモニー顧問 安積
あ づ み

 初江
は つ え

 

特定非営利活動法人アンビシャス理事長 松岡
まつおか

 幸子
さ ち こ

 

近畿ケンネル協同組合代表理事 上村
うえむら

 享
とおる

 

公益社団法人日本愛玩動物協会京都府支部副支部長 西原
にしはら

 裕美
ひ ろ み

 

精華町健康福祉環境部環境推進室長 田中
た な か

 眞人
ま さ と

 

京都市保健協議会連合会会長 村井
む ら い

 正
ただし

 

京都府動物愛護管理推進計画検討委員会委員 吉田
よ し だ

 正美
ま さ み

 

京都市地域女性連合会常任委員 岡村
おかむら

 公子
き み こ

 

京都市南区上鳥羽自治連合会会長 森岡
もりおか

 梅
うめ

次
じ

 

京都新聞社編集局総務 内田
う ち だ

 孝
たかし

 

株式会社京都放送総務部長 宮本
みやもと

 英樹
ひ で き

 

日本放送協会京都放送局放送部副部長 大橋
おおはし

 信之
のぶゆき

 

◎：会長                           （敬称略） 
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  　　第４回京都動物愛護憲章懇話会

　　　平成２６年１１月１１日（火）午後２時～

　　　京都ガーデンパレス２階「鞍馬」

記
者
席

京都市南区上鳥羽自治連合会
会長

森岡委員

特定非営利活動法人アンビシャス
理事長
松岡委員

近畿ケンネル協同組合
代表理事
上村委員

日本放送協会京都放送局放送部
副部長

大橋委員

京都市保健協議会連合会
会長

村井委員
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会長
清水委員

記
者
席

京都府動物愛護管理推進計画
検討委員会委員

吉田委員

公益社団法人京都市獣医師会
前会長
岩田委員

ハーモニー顧問
安積委員

行政側席

（傍聴席）

株式会社京都放送総務部長
宮本委員

行政側席

行政側席

    公
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川
京
都
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課

 

担
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長

 

中
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京
都
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担
当
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長
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・
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担
当
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長
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長
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長
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田
京
都
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担
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長
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田
京
都
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庭
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相
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長
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